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株主各位

証券コード　6750
2025年６月５日

株 主 各 位
大阪市中央区伏見町四丁目１番１号

代表取締役
社長執行役員 石 見 浩 一

１．日 時 2025年６月25日（水曜日）午前10時（受付開始　午前９時）
２．場 所 大阪市北区豊崎三丁目12番10号

ハートンホテル北梅田　２階「あさぎ」
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
注）お土産はご用意しておりません。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第40期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

　　事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
　　監査結果報告の件
２．第40期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
　　計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役３名及び補欠監査役１名選任の件

     

第40回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第40回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。

敬　具
記

以　上

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等または書面（郵送）により議決権を行使
することができますので、後記「議決権行使についてのご案内」をご参照のうえ、議決権を行使
していただきますようお願い申し上げます。
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株主各位

     

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げま
す。

【当社ウェブサイト】
　https://www.elecom.co.jp/ir/stock/soukai.html
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「株主総会関連書類」よりご確認ください。）

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
　https://d.sokai.jp/6750/teiji/

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。ま
た、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表
示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りい
たしますが、当該書面は、法令及び当社定款の規定に基づき、「連結注記表」及び「個別注記
表」として表示すべき事項を除いております。なお、会計監査人及び監査役は、これらの事項を
含む監査対象書類を監査しております。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、
その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネット等で議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

開　催　日　時 行使期限 行使期限

2025年６月25日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2025年６月24日（火曜日）
午後６時入力完了分まで

2025年６月24日（火曜日）
午後６時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号・第３号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして
お取り扱いいたします。
インターネット等及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　平日９：00～21：00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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事業の状況

（ 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで ）
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度における世界経済は、米国経済が堅調に推移し、世界的なインフレ圧力が緩

和するなど、全体としては底堅さを維持しましたが、中国の景気減速や地政学リスクの高まり
など、地域毎に濃淡がある不安定な状況が続きました。わが国経済は、雇用・所得環境の改
善、企業の設備投資意欲、インバウンド需要の回復等により、緩やかに回復しました。一方
で、米ドル建ての仕入取引が多い当社のような企業にとって、急激な為替変動が引き続き懸念
材料となり、加えて米国での新政権発足以降は、政策動向等により、国内外で先行き不透明感
が高まる状況となっております。

エレコムグループは、より良き製品・サービス・ソリューション、より良き社会、より良き
会社を追求しつづけ、パーパス「Better being」を実践しておりますが、このような環境の
中、2027年３月までの中期経営計画の初年度として、あるべき姿“お客様に愛される日本発・
唯一無二のグローバルブランド”を創るため、市場の変化を捉えて俊敏に対応し、お客様満足
度を高める商品・サービスによる新たな価値創造と、持続可能な成長を実現するための人材育
成と強い事業基盤構築を重点戦略とし、長期的・持続的成長と企業価値向上を実現するための
取り組みを進めてまいりました。

その結果、当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高は118,007百万円（前連
結会計年度比7.1％増）、売上総利益は46,189百万円（前連結会計年度比8.5％増）、営業利
益は13,531百万円（前連結会計年度比9.3％増）、経常利益は13,190百万円（前連結会計年
度比1.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は9,300百万円（前連結会計年度比6.9％
減）となりました。

売上高は、法人向け事業で、前年度下期から半導体関連の投資需要減速の影響を受け、産業
機器向けメモリの販売が落ち込み、受信関連機器などでも顧客の在庫調整等により苦戦しまし
た。一方で、監視カメラ・クラウド・周辺機器・ネットワーク工事等を融合したセキュリティ
関連事業が防犯意識の高まりなどから拡大し、また、夏場からの防災関連商品のニーズを含
め、需要が堅調なモバイルバッテリーや高速充電対応のＡＣ充電器といったパワーサプライ、
マウスやキーボードといったＩ／Ｏデバイスでは、競合をターゲティングしながら新商品投入
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を戦略的に継続・強化していることで、販売が伸長しました。加えて、前年度のＭ＆Ａで、テ
スコム電機グループの新規連結効果により理美容家電が販売・利益の両面で大きく成長し、下
期にかけて競争環境が改善してきたストレージ機器も増販に寄与しました。これらの結果、売
上高全体は増収となりました。

売上総利益は、海外から商品を米ドルで仕入れる当社にとって、円安の進行により円換算額
の原価が上昇し、また一部商品では上期を中心に厳しい競争環境の影響を受けましたが、新商
品の販売拡大、継続して取り組んでいる価格改定やコストダウンといった利益重視の取り組
み、及び増収効果により、増益となりました。結果として、売上総利益率も改善しました。

営業利益は、販売費及び一般管理費の増加はありましたが、売上総利益の良化が上回り、増
益となりました。販売費及び一般管理費の増加要因として、強い事業基盤構築に向けた人材採
用や給与のベースアップ、Ｍ＆Ａによる人員増加により人件費が増加し、また販売活動の強化
に伴い販売促進費が増えました。管理費も、のれん償却費を含めＭ＆Ａ等により増加しており
ます。

経常利益は、営業利益の増益はありましたが、為替相場が急変する環境が継続する中、前連
結会計年度で生じた為替差益が当連結会計年度では為替差損に転じたことにより、全体では減
益となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益は、上記に加え、拠点統廃合に伴う固定資産除却損やグル
ープ会社整理に伴う損失、前期の関係会社株式売却による一時的な法人税等の減少の反動等
で、減益となりました。

品目別の概況は、次のとおりであります。なお、当社グループは、パソコン・デジタル機
器・家電関連製品の開発・製造・販売及び関連サービスの提供を事業とする単一セグメントで
あるため、商品・サービス区分である品目別で概況を記載しております。

パワー＆Ｉ／Ｏデバイス関連
上期を中心にパソコン本体の需要が回復途上であったことや価格改定によりケーブル類の販

売が苦戦し、またヘッドセットマイクでの需要減少の影響等はありましたが、マウスやキーボ
ードといったＩ／Ｏデバイス、加えて夏場からの防災関連商品のニーズを含め、需要が堅調な
モバイルバッテリーや高速充電対応のＡＣ充電器といったパワーサプライでも、競合をターゲ
ティングした新商品投入など、戦略的な拡販を継続・強化しており、販売が伸長しました。

これらの結果、パワー＆Ｉ／Ｏデバイス関連に係る当連結会計年度の売上高は、39,886百
万円（前連結会計年度比6.6％増）となりました。
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家電
前年度のＭ＆Ａで、理美容・調理家電を主たる事業とするテスコム電機グループの新規連結

効果により、販売が大きく伸長した結果、家電に係る当連結会計年度の売上高は、13,105百
万円（前連結会計年度比78.7%増）となりました。

ＢtoＢソリューション
昨今の窃盗・強盗事件などの影響による防犯意識の高まりから、セキュリティ関連事業の販

売が伸長し、加えて前年度のＭ＆Ａによるgroxi社の新規連結効果もありましたが、前年度下
期から半導体関連の投資需要が減速したことで、グループ会社の産業機器向けメモリの販売が
大きく落ち込みました。また、受信関連機器や関連工事でも顧客の在庫調整や地方での新築着
工件数の低迷等の影響により苦戦しました。

これらの結果、ＢtoＢソリューションに係る当連結会計年度の売上高は、33,106百万円
（前連結会計年度比3.6%減）となりました。

周辺機器・アクセサリ
周辺機器では、ストレージ機器等が厳しかった競争環境の改善により増収となりました。利

益も、価格改定等の取り組みにより、下期には回復に転じております。アクセサリは、価格改
定等によるプリンタ関連の伸長と、ｉＰｈｏｎｅ新機種発売に伴うスマートフォン関連の拡販
により、増収となりました。

これらの結果、周辺機器・アクセサリに係る当連結会計年度の売上高は、31,240百万円
（前連結会計年度比2.4%増）となりました。
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品 目 区 分 主 要 な 製 品 売 上 高 構 成 比

パワー＆Ｉ/Ｏデバイス関連
AC充電器、モバイルバッテリー、
マウス、キーボード、PCハブ、ケ
ーブル、オーディオ等

39,886百万円 33.8％

家 電 理美容・調理家電、ホームアクセサ
リ等 13,105 11.1

Ｂ t o Ｂ ソ リ ュ ー シ ョ ン

セキュリティカメラ、NAS、産業
用PC・タブレット、アルコールチ
ェッカー、ネットワーク、WiFi、
電機通信、受信・映像関連機器、産
業用メモリ、オフィスアクセサリ等

33,106 28.0

周 辺 機 器 ・ ア ク セ サ リ ネットワーク機器、ストレージ・メ
モリ、アクセサリ等 31,240 26.5

そ の 他 新規開発品等 667 0.6

合 計 － 118,007 100.0

品目別連結売上高は次のとおりの構成となっております。

②　設備投資の状況
当連結会計年度中における設備投資は3,535百万円となっております。
その主な内訳は、工具、器具及び備品（1,184百万円）、生産用金型（851百万円）及びソ

フトウェア（539百万円）であります。

－ 8 －
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第37期
(2022年３月期)

第38期
(2023年３月期)

第39期
(2024年３月期)

第40期
(当連結会計年度)
(2025年３月期)

売 上 高 (百万円） 107,358 103,727 110,169 118,007
経 常 利 益 (百万円） 14,398 11,376 13,360 13,190
親会社株主に帰属
する当期純利益 (百万円） 10,398 8,129 9,985 9,300

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円） 114.91 95.32 119.94 119.24

総 資 産(百万円） 110,621 106,846 117,368 114,740
純 資 産(百万円） 81,401 81,204 86,449 82,692

区 分 第37期
(2022年３月期)

第38期
(2023年３月期)

第39期
(2024年３月期)

第40期
(当事業年度)
(2025年３月期)

売 上 高(百万円） 83,689 79,676 82,848 94,192
経 常 利 益(百万円） 11,528 7,932 8,258 9,522
当 期 純 利 益(百万円） 8,405 6,024 6,611 7,489
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円） 92.88 70.64 79.41 96.02

総 資 産(百万円） 96,471 93,382 100,449 100,413
純 資 産(百万円） 67,475 64,765 65,013 59,868

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
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重要な子会社の状況

会社名 資本金 当　社　の
議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

ハギワラソリューションズ
株式会社 50百万円 100％ パソコン及びデジタル機器関連製品

の開発・製造・販売

ＤＸアンテナ株式会社 363百万円 100 放送通信関連機器の製造販売及
び電気通信工事

ロジテックＩＮＡソリューショ
ンズ株式会社 100百万円 100

パソコン及びストレージ製品の開
発・製造・販売、パソコン関連製品
の保守・修理・データ復旧サービス
の提供

エレコムサポート＆サービス株
式会社 10百万円 100 当社グループのカスタマーサポート

業務全般

テスコム電機株式会社 90百万円 100 理美容電化製品並びに小型家電製品
の製造

groxi株式会社 60百万円 100
ＩＴインフラの設計・構築・運用・
保守サービス及びＩＴエンジニ ア
の派遣

エレコムヘルスケア株式会社 10百万円 100
医療・ヘルスケア機器関連製品の開
発、製造、販売
ヘルスケア・サービスの開発・運営

ELECOM
SALES HONG KONG LIMITED 9,988千香港

ドル 75 パソコン及びデジタル機器関連製品
の企画、販売

ELECOM
(HONG KONG)LIMITED 100千香港

ドル 100 パソコン及びデジタル機器関連製品
の調達

ELECOM
SINGAPORE PTE.LTD． 756

千シンガ
ポール
ドル

100 パソコン及びデジタル機器関連製品
の販売

ELECOM ASIA
PACIFIC IPO PTE. LTD 200

千シンガ
ポール
ドル

100 パソコン及びデジタル機器関連製品
の調達

⑶　重要な子会社の状況
（2025年３月31日現在）

（注）株式会社フォースメディアは、当社を存続会社とする吸収合併により消滅いたしました。
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な事業所

⑷　対処すべき課題
　世界経済は、各国政府が政策の優先事項を変える中、不確実性の高まり等により、成長が減速する見通しで
す。また、貿易摩擦の激化、サプライチェーンの分断、インフレの再燃、金融政策の変化による金融市場の急
変、更なる地政学リスクなど、想定を超えた経営環境の変化による景気後退も懸念されます。わが国経済は、米
国の関税引き上げなど、新たな外交政策による影響が不確実性をはらんでおり、景気の下振れリスクが懸念され
ますが、雇用・所得環境の改善による個人消費の緩やかな増加基調やインバウンド需要の継続、AI関連の投資拡
大が期待され、緩やかな回復基調が想定されます。一方で、物価上昇を背景とした消費者マインドの悪化と原材
料価格の高騰、人手不足による供給制約、人件費や物流コストの増加、特に急激な為替変動リスクといった懸念
も多く、事業環境を楽観的に見通すことは困難な状況となっております。
　当社グループの事業領域である「パソコン及びデジタル機器関連製品」では、パソコン関連、スマートフォ
ン・タブレット関連、TV・AV関連を中心に最終製品の市場で成熟化が進んでいることに加え、グローバル新興
メーカーの台頭により、一層の競争環境の激化が想定されます。一方で、EC市場は更なる市場拡大が見込ま
れ、またAI（人工知能）を始めとした技術革新、企業の効率化ニーズ、政策需要（次世代GIGAスクール構想
等）によりデジタル関連投資が拡大し、AI PC等の関連製品の領域も広がりつつあります。加えて、当社が進出
した理美容・調理家電の領域を含め、お客様ニーズの高度化や多様化に応える製品・サービスが重視されるとと
もに、様々な社会課題を解決するソリューションに対する期待も高まっております。
　このような環境の中、当社グループは、パーパス「Better being」を根底として、2024年4月から2027年3
月までの3年間を計画期間とする中期経営計画に掲げる取り組みの推進を今後の課題と考え、対処してまいる所
存です。

①エレコムグループのパーパス「Better being」
　エレコムグループは、今まで、そしてこれからも、より良き製品・サービス・ソリューション、より良き会
社、より良き社会を追求しつづけます。
　より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。
　より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。
　今ここにとどまらず、より良き未来へ動きつづける。
　“Better being”は、私たちエレコムグループの存在意義です。

②中期経営計画
　パーパス「Better being」を根底として、あるべき姿を「“お客様に愛される日本発・唯一無二のグローバル
ブランド”を創る」と定め、「お客様満足度を高める商品・サービスによる新たな価値創造」と「持続可能な成
長を実現するための人材育成と強い事業基盤構築」を重点戦略とし、長期的・持続的成長を実現してまいりま
す。
　重点となる戦略と取り組みは下記の通りです。
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な事業所

＜価値創造＞
　（i）国内BtoC
　　・グローバル競合に対する対抗策を商品・サービス・売り方に至るまで徹底
　　・当社の強みを活かせる商品カテゴリーの強化・拡大（新規グループ化したテスコム商品の強化と新規

M&Aを含めた他戦略商品の拡大）
　（ii）国内BtoB
　・既存販売店ビジネスの更なる拡大
　・高付加価値ビジネスモデル構築（ソリューション×エンドユーザー販売、保守・サブスクリプション）
（iii）海外
　・北米市場とアジア市場を中心にグローバル事業の立上げと成長の礎を構築

＜事業基盤構築＞
　（i）開発力
　　・日本と中国（深圳開発センター）の二極開発体制の構築による高速開発の強化
　（ii）SCM
　　・事業拡大・BCP観点での物流機能の深化
　　・カントリーリスクを踏まえた調達バランスの最適化
　（iii）人材育成・確保
　　・高付加価値ビジネスモデル構築・グローバル展開に必要な人材の確保と育成
　　・CX（顧客体験）価値戦略の強化のためのAI・DX人材の強化

　なお、これらの重点戦略・取り組み課題を推進するにあたり、当社の強みの一つであるキャッシュ創出力・安
定した財務基盤を活かし、成長分野や事業基盤強化に向けて、下記のような積極的な投資を行ってまいります。
　・新製品カテゴリーの追加・開発力強化への投資（M&Aも含む）
　・北米を中心とする海外展開への事業投資（広告宣伝・プラットフォーム・製品開発費用等）
　・新高付加価値事業分野、CX価値戦略の強化のための人材投資
　・更なるコスト体質強化に向けた投資（物流自動化、グローバルSCM体制構築など）　等

－ 12 －
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な事業所

本中期経営計画における数値計画
・営業利益伸長率 年平均10%以上
・ROE　 13%以上

本中期経営計画における株主還元方針
・累進的配当（配当維持もしくは増配）の実施
・配当性向　30%　以上の維持
・機動的な自己株式の取得

⑸　主要な事業内容（2025年３月31日現在）
当社グループは、パソコン・デジタル機器・家電関連製品の開発・製造・販売及び関連サービスを

事業としております。

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
本 社 大 阪 市 中 央 区 広 島 支 店 広 島 市 南 区
北 日 本 支 店 仙 台 市 青 葉 区 福 岡 支 店 福 岡 市 博 多 区
東 京 支 社 東 京 都 千 代 田 区 神 奈 川 物 流 セ ン タ ー 相 模 原 市 中 央 区
名 古 屋 支 店 名 古 屋 市 中 区 兵 庫 物 流 セ ン タ ー 兵庫県川辺郡猪名川町
大 阪 支 店 大 阪 市 中 央 区 横浜技術開発センター 神 奈 川 県 横 浜 市

名 称 所 在 地
ハギワラソリューションズ株式会社 名古屋市 中区
ＤＸアンテナ株式会社 神戸市 西区
ロジテックＩＮＡソリューションズ株式会社 長野県 伊那市
エレコムサポート＆サービス株式会社 大阪市 中央区
テスコム電機株式会社 東京都 千代田区
groxi株式会社 東京都 千代田区
エレコムヘルスケア株式会社 大阪市 中央区
ELECOM　SALES HONG KONG LIMITED 中国 香港
ELECOM　(HONG KONG)LIMITED 中国 香港
ELECOM　SINGAPORE PTE.LTD． シンガポール
ELECOM　ASIA PACIFIC IPO PTE. LTD シンガポール

⑹　主要な事業所　（2025年３月31日現在）
①　当社の主要な事業所

②　当社の子会社たる主要な事業所
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
1,936（391）名 31名増（79名減）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
829（208）名 64名増（8名減） 36.9歳 8.3年

⑺　使用人の状況（2025年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、契約社員及びパート社員は（　）内に外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、契約社員及びパート社員は（　）内に外数で記載しております。

借 入 先 借 入 金 残 高
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 200百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 150

⑻　主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 181,152,000株
②　発行済株式の総数 92,221,420株（うち自己株式数 15,864,085株）
③　株主数 11,669名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
葉 田 順 治 17,535 千株 22.96％
有 限 会 社 サ ン ズ 12,600 16.50
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行
株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 7,887 10.33

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,641 3.46
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,872 2.45
エ レ コ ム 社 員 持 株 会 1,517 1.99
ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ 
Ｔ Ｒ Ｕ Ｓ Ｔ  Ｃ Ｏ Ｍ Ｐ Ａ Ｎ Ｙ 1,477 1.93

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（Ａ
ＶＦＣ）ＲＥ ＷＳ ＷＡＬＥＳ ＰＥＮＳＩ
ＯＮ ＰＡＲＴＮＥＲＳＨＩＰ （ＷＡＬＥ
Ｓ ＰＰ） ＡＳＳＥＴ ＰＯＯＬＩＮＧ ＡＣ
Ｓ  Ｕ Ｍ Ｂ Ｒ Ｅ Ｌ Ｌ Ａ

1,019 1.34

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,008 1.32
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,008 1.32

株 式 数 交 付 対 象 者 数
取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 除 く 。 ） 7,000株 2名

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2025年３月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）当社は、自己株式を15,864,085株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
　　　また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「２．(3)③取締役及び監査役の報酬等」（20ページ）に記
載しております。

⑥　その他株式に関する重要な事項
　当社は、2024年５月23日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により
読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得について決議し、以下
のとおり取得いたしました。
　イ．取得対象株式の種類　　普通株式
　ロ．取得した株式の総数　　5,352,000株
　ハ．取得価格の総額　　　　7,005,768,000 円
　ニ．取得理由　　　　　　　資本効率の向上と経営環境に応じた資本政策の一環
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新株予約権等の状況

第７回新株予約権 第８回新株予約権

発行決議日 2022年６月24日 2024年６月26日

新株予約権の数 350個 550個

新株予約権の目的とな
る株式の種類と数

普通株式　35,000株
（新株予約権１個につき100株）

普通株式　55,000株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換に金銭の払い込み
は要しない

新株予約権と引換に金銭の払い込み
は要しない

新株予約権の行使に際
して出資される財産の
価額

新株予約権１個当たり　181,100円
（１株当たり　1,811円）

新株予約権１個当たり　173,600円
（１株当たり　1,736円）

権利行使期間 2024年９月21日から2027年９月
20日まで

2026年８月22日から2029年８月
21日まで

行使の条件 （注）１～4 （注）１～4
役
員
の
保
有
状
況

取締役
（社外取締役を
除く）

新株予約権の数 350個
目的となる株式数 35,000株
保有者数 2名　

新株予約権の数 550個
目的となる株式数 55,000株
保有者数 3名　

社外取締役 － －

監査役 － －

⑵　新株予約権等の状況
①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

（2025年３月31日現在）

（注）１．権利を付与された者（以下、「新株予約権者」という。）は、当該新株予約権の発行に係る取
締役会において割当を受けた当初の新株予約権者において、これを行使することを要する。

　　　２．新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
　　　３．新株予約権者は、一度の手続きにおいて新株予約権の全部または一部の行使をすることができ

る。ただし、当社の１単元未満の株式を目的とする新株予約権の行使は認められない。
　　　４．その他新株予約権の行使の条件は、当該株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株

予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

－ 16 －
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新株予約権等の状況

第8回新株予約権

発行決議日 2024年６月26日

新株予約権の数 1,730個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　                173,000株

（新株予約権１個につき   100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換に金銭の払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額

新株予約権１個当たり      173,600円

（１株当たり     1,736円）

権利行使期間
2026年8月22日から

2029年8月21日まで

行使の条件 （注）１～4

使用人等への

交 付 状 況

当社使用人

新株予約権の数　　　　　          650個

目的となる株式数　　　        65,000株

交付対象者数　　　　　　　           7名

子会社の役員及び使用人

新株予約権の数　　　　　       1,080個

目的となる株式数　　　      108,000株

交付対象者数　　　　　　　         11名

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

（注）１．権利を付与された者（以下、「新株予約権者」という。）は、当該新株予約権の発行に係る取締
役会において割当を受けた当初の新株予約権者において、これを行使することを要する。

　　　２．新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
　　　３．新株予約権者は、一度の手続きにおいて新株予約権の全部または一部の行使をすることができ

る。ただし、当社の１単元未満の株式を目的とする新株予約権の行使は認められない。
　　　４．その他新株予約権の行使の条件は、当該株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予

約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長
（ 代 表 取 締 役 ） 葉 田 順 治

ハギワラソリューションズ株式会社 取締役会長
ＤＸアンテナ株式会社 取締役会長
ロジテックＩＮＡソリューションズ株式会社 取締役会長
テスコム電機株式会社 代表取締役会長兼社長
groxi株式会社 代表取締役会長
エレコムヘルスケア株式会社 取締役

代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員 石 見 浩 一

営業本部、通販営業部門、量販営業部門、ヘルスケア事業
部門
トランスコスモス株式会社 顧問
ELECOM SINGAPORE PTE.LTD. Managing Director
ELECOM SALES HONGKONG LIMITED Director
ハギワラソリューションズ株式会社 取締役
ＤＸアンテナ株式会社 取締役
エレコムサポート＆サービス株式会社 取締役
groxi株式会社 代表取締役社長

取 締 役
専 務 執 行 役 員 田 中 昌 樹

財務経理部門
ロジテックＩＮＡソリューションズ株式会社 取締役
ハギワラソリューションズ株式会社 取締役
ＤＸアンテナ株式会社 取締役
テスコム電機株式会社 取締役

取 締 役
執 行 役 員 町 　 一 浩 物流部門管掌

エレコムサポート＆サービス株式会社 代表取締役社長

取 締 役 池 田 博 之 東洋テック株式会社 代表取締役社長

取 締 役 渡 辺 美 紀 コンチネンタル・オートモーティブ株式会社 サステナビリティ日本統括責任者

取 締 役 長 岡 　 孝
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 特別顧問
近鉄グループホールディングス株式会社 社外取締役

取 締 役 䕃 山  秀 一
株式会社ロイヤルホテル 取締役会長
一般社団法人日本ホテル協会 会長

⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2025年３月31日現在）
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

常 勤 監 査 役 堀 江 弘 一 郎

ハギワラソリューションズ株式会社 監査役
ＤＸアンテナ株式会社 監査役
ロジテックＩＮＡソリューションズ株式会社 監査役
エレコムサポート＆サービス株式会社 監査役
テスコム電機株式会社 監査役
groxi株式会社 監査役
エレコムヘルスケア株式会社 監査役

監 査 役 田 端 　 晃
弁護士法人田端綜合法律事務所 代表社員（弁護士）
コーナン商事株式会社 社外取締役
株式会社関通 社外取締役（監査等委員）

監 査 役 岡 　 庄 吾

岡庄吾公認会計士事務所 所長
岡庄吾税理士事務所 所長
有限会社アイブレイン 代表取締役
監査法人だいち 代表社員
ネクストウェア株式会社 社外監査役

（注）１．取締役 池田 博之氏、渡辺 美紀氏、長岡 孝氏、䕃山 秀一氏は社外取締役であります。
２．監査役 堀江 弘一郎氏、田端 晃氏、岡 庄吾氏は社外監査役であります。
３．当社は取締役 池田 博之氏、渡辺 美紀氏、長岡 孝氏、䕃山 秀一氏、常勤監査役 堀江 弘一郎

氏及び監査役 岡 庄吾氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に
届け出ております。

４．監査役 岡 庄吾氏は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を
有するものであります。

②　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で、当社及び「１．(3)重要な子会社の状況」（10ページ）をはじ
めとする当社の子会社の取締役及び監査役（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保
険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、
保険料は全額当社が負担しております。
　当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当
該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保
険会社が填補するものであり、１年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更
新を予定しております。
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会社役員の状況

報酬等の種類 報酬限度額 決議
ⅰ 基本報酬 年額 600百万円以内 第21回定時株主総会

ⅱ 株式報酬
（ⅰとは別枠）

ストックオプション 年間 55千株以内 第39回定時株主総会

譲渡制限付株式報酬 年間 66千株以内 第34回定時株主総会

業績連動型株式報酬 年間 20千株以内 第39回定時株主総会

③　取締役及び監査役の報酬等
　当社は、2021年5月18日開催の取締役会において、取締役及び監査役の個人別の報酬等の
内容に係る決定方針を決議しております。また、当社が2023年7月に任意に設置しておりま
す指名・報酬委員会（委員５名で構成し、その過半数は独立社外取締役）を諮問機関とし、取
締役会に対して役員報酬制度に関する助言・提言を答申することとしております。

イ．取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
　　取締役の報酬等は、長期的・持続的な企業業績及び企業価値の向上を実現させるため、職
　責に相応しい有能な取締役の確保を考慮した競争力のある報酬水準及び報酬体系とすること
　を基本方針としております。
　　具体的には、ⅰ）取締役の役位、職責、在任年数等に応じた基本報酬、ⅱ）中長期的な企
　業価値の向上と株主との価値共有を図ることを目的とした株式報酬（ストックオプション、

譲渡制限付株式報酬、業績連動型株式報酬）により構成します。ストックオプション・譲渡
制限付株式報酬・業績連動型株式報酬はいずれも、業績及び取締役の役位等に応じて決定い
たします。

　　ただし、社外取締役については独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことから基
　本報酬のみとしております。

　　また、その報酬水準と報酬体系については、外部調査機関が行う上場企業等を対象にした
　役員報酬調査の結果や当社使用人最上位職の給与を参考に、適切な報酬水準・報酬体系であ
　るかを検証・審議したうえで、その結果を取締役会に上申し、審議を行います。

　　監査役の報酬等は、基本報酬のみとしており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内
　で、監査役の協議により個別の報酬額を決定しております。

ロ．報酬等の決定方法
　ａ．取締役及び監査役の報酬等の総額の限度額及び支給割合・時期に関する決定方針

※2021年４月１日付で行った１株を２株とする株式分割により、「報酬限度額」は調整されております。
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　上記表のとおり、2006年6月27日開催の第21回定時株主総会において、取締役の基本報
酬の額は年額600百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、監査役分は
年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は４
名（うち、社外取締役は１名）、監査役の員数は３名（うち、社外監査役は３名）です。
　また、当該基本報酬とは別枠の株式報酬として、ストックオプションについては2024年
６月26日開催の第39回定時株主総会において、株式数の上限を年55千株以内（社外取締役
は付与対象外）と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を
除く。）の員数は4名です。
　譲渡制限付株式報酬については2019年６月26日開催の第34回定時株主総会において、
株式数の上限を年66千株以内（社外取締役は付与対象外）と決議されております。当該定
時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は６名です。
　基本報酬は、月例の固定金銭報酬として支給します。
　ストックオプションは、業績に鑑みて、毎年１回一定の時期に支給することを検討します。
　譲渡制限付株式報酬は、毎年１回一定の時期に支給します。なお、譲渡制限の解除は退任
時とします。
　基本報酬、ストックオプション及び譲渡制限付株式報酬は、およそ８：１：１の割合で支
給するものとします。
　また、業績連動型株式報酬は、2024年6月26日開催の第39回定時株主総会において、株
式数の上限を年20千株以内（社外取締役は付与対象外）と決議されております。当該定時
株主総会終結時点の対象取締役（社外取締役を除く。）の員数は４名です。

　ｂ．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
　当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役の葉田順治が取締役の個人別の
報酬額の具体的内容を決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつ
つ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためで
あります。
　取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、報酬水準・報酬体系
の審議等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されている
ことから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
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区分 員数
(名)

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

基本報酬 ストック
オプション

譲渡制限付
株式報酬

取 締 役
(うち社外取締役)

9
(4)

239
(33)

223
(33)

4
(－)

11
(－)

監 査 役
(うち社外監査役)

3
(3)

25
(25)

25
(25)

－
(－)

－
(－)

合 計
( う ち 社 外 役 員 )

12
(7)

264
(58)

248
(58)

4
(－)

11
(－)

ハ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．上表には、2024年６月26日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役
１名を含んでおります。

２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．当事業年度に係る業績連動型株式報酬につきましては、支給実績はございません。

ニ．当事業年度において支払った役員退職慰労金
　2019年６月26日開催の第34回定時株主総会決議に基づき、当事業年度に退任した取締
役及び監査役に支払った役員退職慰労金は以下のとおりであります。
　取締役　１名　16百万円
　合　計　１名　16百万円

④　社外役員に関する事項
イ．他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・ 取締役 池田 博之氏は､ 東洋テック株式会社の代表取締役社長であります。当社は東洋
テック株式会社との間に、特別な関係はありません。

・ 取締役 渡辺 美紀氏は､コンチネンタル・オートモーティブ株式会社のサステナビリテ
ィ日本統括責任者であります。当社はコンチネンタル・オートモーティブ株式会社と
の間に、特別な関係はありません。

・ 取締役 長岡 孝氏は､三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の特別顧問及び近鉄グル
ープホールディングス株式会社の社外取締役であります。当社は三菱UFJ証券ホール
ディングス株式会社及び近鉄グループホールディングス株式会社との間に、特別な関
係はありません。

・ 取締役 䕃山 秀一氏は､株式会社ロイヤルホテルの取締役会長及び一般社団法人日本ホ
テル協会の会長であります。当社は株式会社ロイヤルホテル及び一般社団法人日本ホ
テル協会との間に、特別な関係はありません。
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・ 監査役 堀江 弘一郎氏は､ ハギワラソリューションズ株式会社、ＤＸアンテナ株式会
社、 ロジテックＩＮＡソリューションズ株式会社、エレコムサポート＆サービス株式
会社、テスコム電機株式会社、groxi株式会社及びエレコムヘルスケア株式会社の監査
役であります。ハギワラソリューションズ株式会社、ＤＸアンテナ株式会社、 ロジテ
ックＩＮＡソリューションズ株式会社、エレコムサポート＆サービス株式会社、テス
コム電機株式会社、groxi株式会社及びエレコムヘルスケア株式会社は当社の子会社で
あります。当社は、それぞれの会社と製商品売買等の取引関係があります。

・ 監査役 田端 晃氏は､ 弁護士法人田端綜合法律事務所の代表社員（弁護士）、コーナン
商事株式会社の社外取締役及び株式会社関通の社外取締役（監査等委員）でありま
す。当社は弁護士法人田端綜合法律事務所との間で個別案件ごとに訴訟代理人を委任
することがあります。当社はコーナン商事株式会社及び株式会社関通との間に、特別
な関係はありません。

・ 監査役 岡 庄吾氏は、岡庄吾公認会計士事務所、岡庄吾税理士事務所の所長、有限会社
アイブレインの代表取締役、監査法人だいちの代表社員及びネクストウェア株式会社
の社外監査役であります。当社は岡庄吾公認会計士事務所、岡庄吾税理士事務所、有
限会社アイブレイン、監査法人だいち及びネクストウェア株式会社との間に、特別な
関係はありません。
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会社役員の状況

活 動 状 況

取締役 池 田 博 之

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、指名・報酬委員
会3回のうち3回に出席いたしました。社外取締役に就任以降、長年に亘り金融
機関ならびに事業会社において業務執行に従事していた経験に基づき、経営全
般に係る議案審議等に必要な助言・提言を行うなど、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取締役 渡 辺 美 紀

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席いたしました。社外取
締役に就任以降、長年に亘りCSR（SDGs）の活動に従事していた経験に基づ
き、企業活動を通じた社会課題の解決に係る議案審議等に必要な助言・提言を
行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割
を果たしております。

取締役 長 岡 　 孝

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、指名・報酬委員
会3回のうち3回に出席いたしました。社外取締役に就任以降、長年に亘り金
融機関において業務執行に従事していた経験に基づき、経営全般に係る議案
審議等に必要な助言・提言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための適切な役割を果たしております。

取締役 䕃 山  秀 一

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、指名・報酬委員
会3回のうち3回に出席いたしました。社外取締役に就任以降、長年に亘り金
融機関ならびに事業会社において業務執行に従事していた経験に基づき、経
営全般に係る議案審議等に必要な助言・提言を行うなど、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

監査役 堀 江 弘 一 郎

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、監査役会14回の
うち14回に出席いたしました。コンプライアンス部門における専門的知見及び
豊富な経験に基づき、経営全般に係る議案審議等に必要な発言を適宜行い、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており
ます。また、監査役会においても経験を活かし必要に応じ適宜発言をしており
ます。

監査役 田 端 　 晃

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、監査役会14回の
うち14回に出席いたしました。弁護士としての専門的知見及び企業法務に関
する豊富な経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言を行い、また法令遵守体制構築にあたっての助言・提言を
行っております。監査役会においても専門的知見を活かし必要に応じ適宜発
言をしております。

監査役 岡 　 庄 吾

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、監査役会14回の
うち14回に出席いたしました。公認会計士として企業会計監査に関する豊富
な経験及び財務・会計に関する専門的知見に基づき、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、また内部統制システム
の構築にあたっての助言・提言を行っております。監査役会においても専門
的知見を活かし必要に応じ適宜発言をしております。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針

支　払　額

・当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 42百万円

・当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
　利益の合計額 42百万円

⑷　会計監査人の状況
①　名称
EY新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度
に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根
拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで会計監査人の報酬等の額につい
て同意の判断をいたしました。

③　会計監査人の解任または不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し
た監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理
由を報告いたします。
④　当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の当社の子会社の計算書類監査の状況
　該当事項はありません。

⑸　業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制については「内部統制システムの構築に関する基本方針」で以下のよ
うに定めております。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⒈クレド（経営の信条）及び行動指針で不正や反社会的行為を禁止しその浸透を図り、コン
プライアンス規程を定めることで、法令違反の予防及び対応方法等の周知を図る。
⒉コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の推進に努める。
⒊外部の弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じて随時法律相談可能な体制を整える。
⒋内部監査部門が定期的に行う各部門監査の中で法令遵守の状況に関する監査を行い、その
実効性を確認し、必要に応じて改善指示を行う。
⒌コンプライアンス体制の強化について継続的改善に努める。
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②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
⒈文書等の作成、保存（保存期間を含む）、管理（管理をする部署の指定を含む）等に関す
る基本的事項を文書管理規程によって定める。
⒉稟議書等、会社が特に指定する個別文書等の作成、保存（保存期間を含む）、管理（管理
をする部署の指定を含む）等に関する事項は個別に規程を制定し、これらを定める。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
⒈法令違反のリスクについては、コンプライアンス規程を制定し、法令違反の予防及び対応
方法等の周知を図る。また、反社会的勢力等には毅然として対処し、一切関係を持たな
い。
⒉事業の過程で発生する為替、債権回収、投資、情報漏洩及び与信等に係るリスクについて
は、そのリスクの発生防止手続き、リスクの管理、発生したリスクへの対処方法、是正手
段等について個別に規程の制改定を推進する。
⒊自然災害、盗難等の事業の過程以外で発生する可能性のあるリスクについては、その重要
性に応じて当該リスクを軽減する物理的な予防措置を講じるほか、当該リスクの発生に係
る損害保険契約を締結する等、リスク発生時の経営に及ぼす影響を最小限に留める措置を
講じる。
⒋新たに想定されるリスクが発生した場合は、直ちにそのリスク管理について取締役会にお
いて協議し、必要な措置を講じる。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⒈各取締役の管掌部門をあらかじめ決議し、各取締役の執行範囲を明確化する。
⒉職務権限規程において使用人への権限委譲を明確化し、取締役会規程及び稟議規程によっ
て職務執行の手続き等を明確化する。
⒊取締役がその職務執行を効率的に行うことができるよう、業務の合理化及び手続き等の電
子化を継続的に取組む。

⑤　株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため
の体制
⒈関係会社管理を担当する部署を設置し、関係会社管理規程に基づき情報を共有化し、前①
～④の体制構築及び強化について指導を行う。また、国内関係会社の公益通報窓口整備を
行い、グループ全体における不正リスクの早期発見を促進することを目的とし、さらに対
象範囲を海外関係会社全般として設置拡大をすすめております。
⒉子会社に対しては、取締役または監査役のほか、必要に応じて重要な使用人を派遣し、企
業集団全体での業務の適正化を図る。
⒊金融商品取引法に基づき、エレコムグループの財務報告に係る信頼性を確保するため、グ
ループ企業各社は必要な内部統制システムを整備・運用する。また、当該内部統制システ
ムの有効性を定期的に検証し、その検証結果等を適時・適切に把握し、継続的な改善活動
を行う。
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⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する事項
監査役から補助使用人の設置を求められた場合は、取締役会は監査役職務の重要性に鑑み、
補助使用人設置の可否、専任または兼任の別、及びその人員について決議する。当該使用人は
監査役スタッフ業務に関し、監査役の指揮命令下に置くものとする。
⑦　補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
補助使用人が設置された場合は、当該補助使用人は業務執行部門からの独立性に配慮し、当
該人員の報酬または人事異動について、監査役と協議のうえ行うものとする。
⑧　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
⒈原則として、取締役は監査役に直接報告し、使用人は当該使用人の職務を管掌する取締役
を通じて監査役に報告するものとする。ただし、報告経路に不正行為の当事者がいる等、
報告経路に支障がある場合はこの限りでない。
⒉会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちにその事
実を報告するものとする。
⒊役職員の不正行為、法令・定款違反行為、またはこれらの行為が行われるおそれがある場
合には、その旨を報告するものとする。
⒋前号に従い監査役への報告を行った取締役及び使用人に対して不利益な取り扱いを行って
はならない。

⑨　監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行
について生ずる費用または債務の処理については監査役の請求等に従い行うものとする。
⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が、その職務を遂行するにあたり必要と認めた場合は、弁護士、公認会計士等の外部
の専門家と連携をとることを認め、その実効性確保のための内部監査部門との連携について
も、これを認める。

⑹　業務の適正を確保するための体制の運用の状況
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとお
りであります。
①　内部統制システムについて
当社は「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、内部統制の整備及び運用を
行っております。
その整備及び運用状況は、内部統制推進委員会が中心となり評価を行い、結果は社外取締役
及び社外監査役の出席する取締役会にて報告がなされています。
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②　リスク管理体制について
法令違反のリスクに対してはコンプライアンス委員会、製品不具合に対するリスクに対して
は重大不具合対応委員会等、財務報告の不正・誤謬リスクに対しては内部統制推進委員会にて
部門横断的な組織を設置し、手順書等を整備・運用する等により、リスク防止並びに万一のリ
スク顕在化時の損害等を可能な限り最小限に留める体制の整備を推進しております。
法令違反及び重大不具合等が発生した場合には、適宜取締役会に報告され改善命令が出され
ます。
また、関係会社も同様に調査・収集がなされ、適宜当社取締役会に報告がなされます。

③　取締役の職務執行について
定例取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会において、経営上の重要事項を決定
するとともに、関係会社を含む各部門からの重要事項の報告を受けております。
また、取締役会は監督機能を強化するため、高い見識を有する社外取締役４名を選任してお
り、社外監査役とともに独立した立場で、経営上の重要事項の審議及び重要な報告に対し意
見・助言等を適宜行っております。
④　監査役監査の職務執行について
定時監査役会が毎月１回開催されるほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
監査役は取締役会に出席し必要に応じて意見を述べ、取締役及び内部統制部門等から適宜業務
の執行状況等を聴取し、重要な決裁文書を閲覧する等調査を行い、取締役の業務執行の適正性
及び適法性を監査しております。
また、監査役は内部監査部門からは監査結果の報告を受け、会計監査人及び内部監査部門と
定期的にミーティングを設ける等により緊密な相互連携をとることで、監査役監査の実効性を
図っております。

⑺　剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、業績の向上に努めるとともに将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、
株主の皆様に配当維持もしくは増配する累進的配当の実施を基本方針とし、業績向上による一層
の利益還元を推進してまいります。配当性向につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益
（連結）に対して30％を維持、向上させるよう努めてまいります。内部留保金につきまして
は、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、なお一層の業務効率化を推進し、市場ニーズ
に応える体制を強化し、さらには、業容拡大を図るために有効投資して株主の皆様のご期待に応
えてまいりたいと考えております。
また、自己株式の取得につきましては、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行す
るために、財政状態及び株価の動向等を勘案しながら、適切に実施してまいります。
これらの方針に基づき、当事業年度（第40期）に係る期末配当金につきましては、１株当た

り24円00銭とさせていただきたく存じます。

－ 28 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2025/06/16 15:49:33 / 24181830_エレコム株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結貸借対照表

（2025年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
返 品 資 産
為 替 予 約
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

94,222
43,718
21,033
11,199
11,937
498
1,603
380
2,292
1,558

20,518
11,602
4,311
2,578
1,829
491
2,390
3,364
1,454
101
1,277
530

5,551
2,639
1,462
1,453
△4　

流 動 負 債 29,263
支払手形及び買掛金 15,726
電 子 記 録 債 務 1,391
短 期 借 入 金 500
未 払 金 2,435
未 払 法 人 税 等 2,173
返 金 負 債 1,553
販 売 促 進 引 当 金 210
賞 与 引 当 金 1,251
そ の 他 4,021

固 定 負 債 2,784
退職給付に係る負債 1,964
役 員 退職慰労引当金 26
そ の 他 793

負 債 合 計 32,048
純 資 産 の 部

株 主 資 本 77,317
資 本 金 12,577
資 本 剰 余 金 12,911
利 益 剰 余 金 74,709
自 己 株 式 △22,880

その他の包括利益累計額 5,230
その他有価証券評価差額金 864
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1,465
為 替 換 算 調 整 勘 定 2,839
退職給付に係る調整累計額 61

新 株 予 約 権 127
非 支 配 株 主 持 分 16
純 資 産 合 計 82,692

資 産 合 計 114,740 負 債 及 び 純 資 産 合 計 114,740

連 結 貸 借 対 照 表

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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連結損益計算書

（ 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 118,007
売 上 原 価 71,817

売 上 総 利 益 46,189
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 32,657

営 業 利 益 13,531
営 業 外 収 益

受 取 利 息 733
受 取 配 当 金 58
仕 入 割 引 1
受 取 補 償 金 6
そ の 他 65 865

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2
為 替 差 損 1,119
事 務 所 移 転 費 用 42
消 費 税 差 額 13
自 己 株 式 取 得 費 用 26
そ の 他 3 1,206
経 常 利 益 13,190

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 7
投 資 有 価 証 券 売 却 益 3
新 株 予 約 権 戻 入 益 12
そ の 他 0 23

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 156
事 業 整 理 損 88
会 員 権 売 却 損 3 248

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 12,965
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,522
法 人 税 等 調 整 額 143 3,666
当 期 純 利 益 9,298
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 1
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 9,300

連 結 損 益 計 算 書

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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連結株主資本等変動計算書

（ 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 12,577 12,909 68,880 △15,887 78,480
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,629 △3,629
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 9,300 9,300

自 己 株 式 の 取 得 △7,005 △7,005
自 己 株 式 の 処 分 2 12 15
連 結 範 囲 の 変 動 157 157
株主資本以外の項目の当
連結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 － 2 5,828 △6,993 △1,162
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 12,577 12,911 74,709 △22,880 77,317

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株
予 約 権

非 支 配 株
主 持 分

純 資 産
合 計

そ の 他 有
価 証 券 評
価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ
ジ 損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る 調
整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 680 4,135 3,048 △20 7,844 107 16 86,449
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,629
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 9,300

自 己 株 式 の 取 得 △7,005
自 己 株 式 の 処 分 15
連 結 範 囲 の 変 動 157
株主資本以外の項目の当
連結会計年度変動額(純額) 183 △2,670 △209 81 △2,614 19 0 △2,594

当連結会計年度変動額合計 183 △2,670 △209 81 △2,614 19 0 △3,756
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 864 1,465 2,839 61 5,230 127 16 82,692

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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貸借対照表

貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流  動  資  産 72,948 流  動  負  債 38,671
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
完 成 工 事 未 収 入 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
未 成 工 事 支 出 金
貯 蔵 品
返 品 資 産
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
未 収 入 金
為 替 予 約
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固  定  資  産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
リ ー ス 資 産

無  形  固  定  資  産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
電 話 加 入 権
の れ ん

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

30,685
49

3,157
14,368

83
11,199
10,070

3
52
380
727
40
154
1,893
252
△170

27,465
7,623
2,147
97

2,339
24

1,661
832
479
40

1,297
1,184
17
18
77

18,544
1,440
14,841

0
54

1,249
886
70
△0　

電 子 記 録 債 務 1,419
買 掛 金 9,852
工 事 未 払 金 27
短 期 借 入 金 500
関 係 会 社 短 期 借 入 金 18,299
未 払 金 1,856
未 払 費 用 548
未 払 法 人 税 等 1,716
未 払 消 費 税 等 814
前 受 金 995
返 金 負 債 1,521
預 り 金 131
販 売 促 進 引 当 金 207
賞 与 引 当 金 773
リ ー ス 債 務 7

固  定  負  債 1,872
退 職 給 付 引 当 金 1,546
長 期 未 払 金 61
資 産 除 去 債 務 228
リ ー ス 債 務 36

負 債 合 計 40,544
純 資 産 の 部

株  主  資  本 57,633
資    本    金 12,577
資  本  剰  余  金 12,883
資 本 準 備 金 12,548
そ の 他 資 本 剰 余 金 334

利  益  剰  余  金 55,052
利 益 準 備 金 13
そ の 他 利 益 剰 余 金 55,038
繰 越 利 益 剰 余 金 55,038

自 　 己 　 株 　 式 △22,880
評 価 ・ 換 算 差 額 等 2,108

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 771
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1,336

新 株 予 約 権 127
純 資 産 合 計 59,868

資 産 合 計 100,413 負 債 及 び 純 資 産 合 計 100,413
（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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損益計算書

（ 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 94,192
売 上 原 価 62,998

売 上 総 利 益 31,194
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 22,840

営 業 利 益 8,353
営 業 外 収 益

受 取 利 息 640
受 取 配 当 金 1,975
仕 入 割 引 1
受 取 補 償 金 3
受 取 保 険 金 0
受 取 賃 貸 料 24
そ の 他 27 2,673

営 業 外 費 用
支 払 利 息 560
為 替 差 損 818
そ の 他 125 1,505
経 常 利 益 9,522

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 6
投 資 有 価 証 券 売 却 益 3
新 株 予 約 権 戻 入 益 12
抱 合 わ せ 株 式 消 滅 差 益 280
資 産 除 去 債 務 戻 入 益 31 334

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 108
関 係 会 社 整 理 損 124
会 員 権 売 却 損 1 233

税 引 前 当 期 純 利 益 9,623
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,264
法 人 税 等 調 整 額 △130 2,134
当 期 純 利 益 7,489

損 益 計 算 書

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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株主資本等変動計算書

（ 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで ）

(単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

そ の 他
資 本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 12,577 12,548 332 12,881 13 51,179 51,193
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,629 △3,629
当 期 純 利 益 7,489 7,489
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 2 2
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 2 2 － 3,859 3,859
当 期 末 残 高 12,577 12,548 334 12,883 13 55,038 55,052

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株
予 約 権

純 資 産
合 計自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
そ の 他 有
価 証 券 評
価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ
ジ 損 益

評価・換算
差 額 等
合 計

当 期 首 残 高 △15,887 60,764 573 3,567 4,140 107 65,013
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,629 △3,629
当 期 純 利 益 7,489 7,489
自 己 株 式 の 取 得 △ 7,005 △7,005 △7,005
自 己 株 式 の 処 分 12 15 15
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 197 △2,230 △2,032 19 △2,013

当 期 変 動 額 合 計 △6,993 △3,131 197 △2,230 △2,032 19 △5,144
当 期 末 残 高 △22,880 57,633 771 1,336 2,108 127 59,868

株主資本等変動計算書

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 神 前 　 泰 洋
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 池 　 晃 一 郎

独立監査人の監査報告書
2025年6月3日

エレコム株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人　大阪事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、エレコム株式会社の２０２４年４月１日から２０２５年３月
３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、エレ
コム株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 神 前 　 泰 洋
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 池 　 晃 一 郎

独立監査人の監査報告書
2025年6月3日

エレコム株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人　大阪事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、エレコム株式会社の２０２４年４月１日から
２０２５年３月３１日までの第４０期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第40期事業年度における取締役
の職務の執行に関して、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会
社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。

　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するた
めに必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関
する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準
（企業会計審議会）」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

　③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報
告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年６月３日
エレコム株式会社　監査役会

監査役(常勤)　堀江　弘一郎　㊞
監 査 役　田 端 　 晃　㊞
監 査 役　岡 　 庄 吾　㊞

（注）監査役３名は会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の継続を基礎とし
て、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしました結果、当期の期末配当につきまして
は、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
１．配当財産の種類

金銭といたします。
２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 １株につき金24円
なお、この場合の配当総額は1,832,576,040円となります。

３．剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月26日
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ   り   が   な

氏　　　　　　名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

１

は

葉
 

 
 

 
 

　
だ

田
 

 
 

 
 

　
じゅん

順
 

 
 

 
 

　
じ

治
(1953年10月13日生)

    1986年    5 月 当社設立 取締役
    1994年    11月 当社 取締役社長(代表取締役)
    2018年    6 月 ＤＸアンテナ(株) 取締役会長（現任）
    2021年    1 月 ハギワラソリューションズ(株) 取締役会長
    2021年    4 月 ロジテックＩＮＡソリューションズ(株) 取締役会長（現任）
    2021年    6 月 当社 取締役会長(代表取締役)（現任）
    2023年    4 月 エレコムヘルスケア(株)代表取締役社長
    2023年    6 月 groxi（株）代表取締役会長（現任）
    2023年    7 月 テスコム電機（株）代表取締役会長
    2023年    9 月 同社 取締役会長
    2023年    10月 エレコムヘルスケア(株)取締役（現任）

2024年    6 月 テスコム電機（株）代表取締役会長兼社長（現任）
2025年    5 月 ハギワラソリューションズ(株) 代表取締役社長（現任）

17,535千株

（取締役候補者とした理由等）
葉田 順治氏は、経営に関する高い見識を有し、その豊富な経験と実績から当社グループ全体の

発展及びシナジーの最大化に貢献しております。その経験及び知見を活かすことで、取締役会の
実効性の確保・向上が期待でき、当社グループのさらなる企業価値向上につながると判断し、取
締役候補者といたしました。

第２号議案　取締役８名選任の件
　取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役８名の
選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ   り   が   な

氏　　　　　　名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

２

いわ

石
 

 
 

 
 

　
み

見
 

 
 

 
 

　
こう

浩
 

 
 

 
 

　
いち

一
(1967年１月10日生)

    1993年    4 月 味の素(株) 入社
    2001年    3 月 トランスコスモス(株) 入社
    2002年    6 月 同社 取締役
    2003年    6 月 同社　常務取締役
    2005年    6 月 同社　専務取締役
    2006年    6 月 同社　取締役副社長
    2020年    6 月 同社　代表取締役副社長
    2022年    6 月 同社　代表取締役共同社長
    2023年    4 月 同社　顧問（現任）
    2023年    7 月 当社 副社長執行役員
    2024年    1 月 ELECOM SINGAPORE PTE.LTD.　Managing 

Director（現任）
ELECOM SALES HONGKONG LIMITED　
Director（現任）

    2024年    2 月 ｇｒｏｘｉ（株） 代表取締役社長（現任）
    2024年    3 月 当社 共同社長執行役員
    2024年    6 月 当社 代表取締役 社長執行役員（現任）

エレコムサポート&サービス(株)取締役（現任）
2025年    4 月 ＤＸアンテナ(株) 代表取締役社長（現任）

ロジテックＩＮＡソリューションズ(株)取締役（現任）
2025年 5 月 ハギワラソリューションズ(株) 取締役副社長（現任）

6千株

（担当）営業本部、通販営業部門、量販営業部門
　　　　情報システム部門、DX推進部門

（取締役候補者とした理由等）
石見 浩一氏は、経営に関する高い見識を有し、主に営業部門における豊富な経験と実績から当

社グループ全体の発展及びシナジーの最大化に貢献しております。その経験及び知見を活かすこ
とで、取締役会の実効性の確保・向上が期待でき、当社グループのさらなる企業価値向上につな
がると判断し、取締役候補者といたしました。
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ   り   が   な

氏　　　　　　名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

３

た

田
 

 
 

 
 

　
なか

中
 

 
 

 
 

　
まさ

昌
 

 
 

 
 

　
き

樹
(1961年６月26日生)

    1992年    7 月 当社 入社
    2010年    10月 ロジテックＩＮＡソリューションズ(株)

取締役（現任）
    2011年    7 月 ハギワラソリューションズ(株) 取締役（現任）
    2015年    6 月 当社 取締役
    2017年    3 月 ＤＸアンテナ(株) 取締役（現任）
    2021年    4 月 当社 常務取締役
    2023年    4 月 当社 取締役 常務執行役員
    2023年    7 月 当社 取締役 専務執行役員（現任）

テスコム電機（株）取締役（現任）

335千株

（担当）財務企画部門、経理部門
（取締役候補者とした理由等）

田中 昌樹氏は、経営に関する高い見識を有し、主に財務部門における豊富な経験と実績から当
社グループ全体の発展及びシナジーの最大化に貢献しております。その経験及び知見を活かすこ
とで、取締役会の実効性の確保・向上が期待でき、当社グループのさらなる企業価値向上につな
がると判断し、取締役候補者といたしました。
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ   り   が   な

氏　　　　　　名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

4

まち

町
 

 
 

 
 

　
 

　
 

 
 

 
 

　
かず

一
 

 
 

 
 

　
ひろ

浩
(1972年１月18日生)

    1995年    4 月 当社 入社
    2009年    4 月 当社 物流企画課 課長
    2010年    4 月 当社 物流部 部長代理
    2016年    4 月 当社 物流部 部長（現任）
    2021年    6 月 当社 取締役

2023年 4 月 当社 取締役 執行役員（現任）
2023年 5 月 エレコムサポート&サービス(株)代表取締役社長（現任）

73千株

（担当）物流部門
（取締役候補者とした理由等）

町 一浩氏は、主に物流部門における豊富な経験と実績から、特に当社グループ全体の物流イン
フラの整備・発展に貢献しております。その経験及び知見を活かすことで、取締役会の実効性の
確保・向上が期待でき、当社グループのさらなる企業価値向上につながると判断し、取締役候補
者といたしました。

５

いけ

池
 

 
 

 
 

　
だ

田
 

 
 

 
 

　
ひろ

博
 

 
 

 
 

　
ゆき

之
(1960年10月９日生)

    1983年    4 月 (株)大和銀行（現 (株)りそな銀行） 入行
    2007年    6 月 (株)りそな銀行　執行役員
    2009年    6 月 同行　常務執行役員

(株)埼玉りそな銀行　取締役
(株)りそなホールディングス　執行役

    2010年    6 月 (株)近畿大阪銀行（現 (株)関西みらい銀行）
代表取締役副社長兼執行役員

    2011年    4 月 同行　代表取締役社長兼執行役員
(株)りそなホールディングス　執行役

    2013年    4 月 (株)りそな銀行　代表取締役副社長兼執行役員
(株)近畿大阪銀行（現 (株)関西みらい銀行）　
取締役会長

    2017年    4 月 (株)りそな銀行　取締役副会長
    2017年    6 月 東洋テック(株)　取締役

公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団 理事長
    2018年    3 月 (株)りそな銀行　副会長
    2018年    5 月 一般社団法人関西経済同友会 代表幹事
    2020年    6 月 東洋テック(株) 代表取締役社長（現任）
    2021年    6 月 当社 社外取締役（現任）

－株

（社外取締役候補者とした理由等）
池田 博之氏は、長年に亘り金融機関ならびに複数の事業会社において業務執行に従事しており、

企業経営及び企業統治に対する豊富な経験と高い見識を備えております。この点から、社外取締役
として経営全般に対して有益かつ適切な助言・提言等をいただくことが期待でき、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性の確保に貢献いただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は本総会終結の時をもって４年間であります。

－ 45 －



2025/06/16 15:49:33 / 24181830_エレコム株式会社_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候補者
番 号

ふ   り   が   な

氏　　　　　　名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

6

わた

渡
 

 
 

 
 

　
なべ

辺
 

 
 

 
 

　
み

美
 

 
 

 
 

　
き

紀
(1969年12月29日生)

    1993年    4 月 富士ゼロックス(株)（現 富士フイルムビジネス
イノベーション(株)）入社 総合企画部

    2004年    10月 同社 品質環境経営部（現CSRグループ）
    2013年    4 月 同社 CSR部 海外推進グループ長
    2015年    9 月 同社 CSR部 企画推進グループ長
    2018年    7 月 同社 CSRグループ長 兼

富士フイルムホールディングス(株)
経営企画部CSRグループマネージャー

    2020年    6 月 一般社団法人 ザ・グローバル・アライアンス・
フォー・サステイナブル・サプライチェーン
シニアプロジェクトオフィサー

    2021年    6 月 当社 社外取締役（現任）
2022年 9 月 コンチネンタル・オートモーティブ（株）サステナビリティ日本統括責任者（現任）

－株

（社外取締役候補者とした理由等）
渡辺 美紀氏は、長年に亘りCSR（SDGs）の活動に従事しており、それらにおける豊富な経験

と実績から、特に企業活動を通じた社会課題の解決に貢献しております。その経験及び知見を活
かすことで、取締役会の実効性の確保・向上が期待でき、当社グループのさらなる企業価値向上
につながると判断し、社外取締役候補者といたしました。

また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありません
が、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は本総会終結の時をもって４年間であります。
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ   り   が   な

氏　　　　　　名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

７

なが

長
 

 
 

 
 

　
おか

岡
 

 
 

 
 

　
 

　
 

 
 

 
 

　
たかし

孝
(1954年３月３日生)

    1976年    4 月 (株)三菱銀行（現 (株)三菱UFJ銀行） 入行
    2003年    6 月 (株)東京三菱銀行（現 (株)三菱UFJ銀行）執行役員
    2006年    5 月 (株)三菱東京UFJ銀行（現 (株)三菱UFJ銀行）

常務執行役員
    2008年    6 月 同行 常務取締役
    2010年    5 月 同行 専務執行役員
    2011年    6 月 同行 副頭取
    2014年    6 月 三菱UFJ証券ホールディングス(株)

代表取締役社長 兼 最高経営責任者(CEO)
兼 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)
代表取締役社長 兼 最高経営責任者(CEO)
兼 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役

    2015年    6 月 同 兼 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ
取締役代表執行役副会長

    2018年    4 月 三菱UFJ証券ホールディングス(株) 代表取締役会長
    2022年    4 月 同社 特別顧問（現任）
    2022年 6 月 当社 社外取締役（現任）

近鉄グループホールディングス(株) 社外取締役（現任）

－株

（社外取締役候補者とした理由等）
長岡 孝氏は、長年に亘り金融機関において業務執行に従事しており、企業経営及び企業統治に

対する豊富な経験と高い見識を備えております。この点から、社外取締役として経営全般に対し
て有益かつ適切な助言・提言等をいただくことが期待でき、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性の確保に貢献いただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は本総会終結の時をもって３年間であります。
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ   り   が   な

氏　　　　　　名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

８

かげ

䕃
 

 
 

 
 

　
やま

山
 

 
 

 
 

　
しゅう

秀
 

 
 

 
 

　
いち

一
(1956年７月４日生)

    1979年    4 月 (株)住友銀行（現 (株)三井住友銀行）入行
    2006年    4 月 (株)三井住友銀行 執行役員
    2009年    4 月 同行 常務執行役員
    2012年    4 月 同行 取締役 兼 専務執行役員
    2014年    4 月 同行 代表取締役 兼 副頭取執行役員
    2015年    4 月 同行 取締役副会長
    2015年    5 月 一般社団法人関西経済同友会 代表幹事
    2017年    6 月 (株)ロイヤルホテル 代表取締役社長
    2021年    3 月 一般社団法人日本ホテル協会 副会長
    2022年 6 月 当社 社外取締役（現任）

2023年 6 月 (株)ロイヤルホテル 取締役会長（現任）
2025年    3 月 一般社団法人日本ホテル協会 会長（現任）

－株

（社外取締役候補者とした理由等）
䕃山 秀一氏は、長年に亘り金融機関において業務執行に従事しており、企業経営及び企業統治

に対する豊富な経験と高い見識を備えております。この点から、社外取締役として経営全般に対
して有益かつ適切な助言・提言等をいただくことが期待でき、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性の確保に貢献いただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は本総会終結の時をもって３年間であります。

（注）１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．池田 博之氏、渡辺 美紀氏、長岡 孝氏及び䕃山 秀一氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社は、 池田 博之氏、渡辺 美紀氏、長岡 孝氏及び䕃山 秀一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立

役員として届け出ており、各氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定でありま
す。

４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社取締役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補すること
としております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となりま
す。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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監査役選任議案

候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

１

ほり

堀
 

 
 

 
 

　
え

江
 

 
 

 
 

　
こう

弘
 

 
いち

一
 

 
ろう

郎
(1969年４月11日生)

    1993年    4 月 (株)三菱銀行（現 (株)三菱UFJ銀行） 入行
    2009年    2 月 同行 企画部会長行室 上席調査役
    2010年    4 月 同行 田町支社 次長 兼 法人第一課長
    2011年    4 月 同行 企画部会長行室 次長
    2012年    5 月 三菱東京UFJ銀行（中国）有限公司

企画部経営企画グループ 次長
    2016年    7 月 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ

コンプライアンス統括部情報セキュリティ管理グループ 次長
兼(株)三菱東京UFJ銀行 コンプライアンス統括部
情報セキュリティ管理グループ 次長

    2017年    5 月 同社 コンプライアンス統括部 副部長
兼 同行 コンプライアンス統括部 副部長

    2021年    6 月 当社 常勤監査役（社外監査役）（現任）

－株

（社外監査役候補者とした理由等）
堀江 弘一郎氏は、他の会社において、特にコンプライアンス部門における専門的知見及び豊富

な経験を備えております。この点から、社外監査役として適正な監査が期待でき、経営全般に対
する監督機能を強化することが可能になると判断し、社外監査役候補者といたしました。

また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありま
せんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断してお
ります。

なお、同氏の当社社外監査役の在任期間は本総会終結の時をもって４年間であります。

第３号議案　監査役３名及び補欠監査役１名選任の件
　監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役３名
の選任をお願いするものであります。
　また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をあわせて
お願いするものであります。補欠監査役選任の効力につきましては、監査役就任前に限り、監査役会
の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
　本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者及び補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

■監査役候補者
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監査役選任議案

候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

２

おか

岡
 

 
 

 
 

　
 

 
 

　
 

 
 

　
しょう

庄
 

 
 

 
 

　
ご

吾
(1964年５月１日生)

    1991年    10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
    2000年    12月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）退所
    2001年    1 月 岡庄吾公認会計士事務所 開設 所長（現任）
    2001年    10月 (有)アイブレイン 設立 代表取締役（現任）
    2002年    4 月 岡庄吾税理士事務所 開設 所長（現任）
    2008年    7 月 監査法人だいち 代表社員（現任）
    2019年    6 月 ネクストウェア(株) 社外監査役（現任）

当社 社外監査役（現任）

－株

（社外監査役候補者とした理由等）
岡 庄吾氏は、公認会計士及び税理士として企業会計監査に関する豊富な経験及び財務・会計に

関する専門的知見を備えております。この点から、社外監査役として適正な監査が期待でき、ま
た内部統制システムの構築にあたっての助言・提言をいただけるものと判断し、社外監査役候補
者といたしました。
　なお、同氏の当社社外監査役の在任期間は本総会終結の時をもって６年間であります。

※
３

とみ

冨  　
た

田  　
ひろ

浩  　
や

也
(1963年9月22日生)

1995年4月 弁護士登録
小原法律特許事務所 入所

1995年9月 関西法律特許事務所 入所
1998年9月 東野＆冨田法律事務所 開設
2010年3月 冨田浩也法律事務所 開設（現任）

－株

（社外監査役候補者とした理由等）
冨田 浩也氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と専門的知見を備えております。こ

の点から、社外監査役として適正な監査が期待でき、また内部統制システムの構築にあたっての
助言・提言をいただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありま
せんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断してお
ります。

（注）１．各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．堀江 弘一郎氏、岡 庄吾氏及び冨田 浩也氏は、社外監査役候補者であります。
３．当社は、堀江 弘一郎氏及び岡 庄吾氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお

り、両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。また、冨田 浩也氏
は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合
は、独立役員として指定する予定であります。

４．※印は新任監査役候補者であります。
５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して

おり、当社監査役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補すること
としております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となりま
す。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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監査役選任議案

候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

４

みや

宮
 

 
 

 
 

　
もと

本
 

 
 

 
 

　
とし

敏
 

 
 

 
 

　
ゆき

之
(1971年３月18日生)

    1991年    8 月 公認会計士細川信義事務所 入所
    1994年    7 月 税理士登録
    1997年    1 月 (株)アイビック 入社
    2002年    6 月 宮本コンサルティング(株) 代表取締役（現任）

税理士宮本敏之事務所 開設 所長（現任）

－株

（補欠の社外監査役候補者とした理由等）
宮本 敏之氏は、税理士として財務・会計に関する専門的知見及び豊富な経験を有していること

から、社外監査役として適正な監査が期待でき、また内部統制システムの構築にあたっての助
言・提言をいただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

■補欠監査役候補者

（注）１．当社は、宮本 敏之氏が所長を務める税理士宮本敏之事務所との間に顧問契約を締結しており、同氏
は当社から顧問料の支払いを受けておりますが、監査役に就任することとなった場合は、当社との顧
問契約を解消する予定であります。

２．宮本 敏之氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して

おり、当社監査役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補すること
としております。宮本 敏之氏が監査役に就任することとなった場合は、当該保険契約の被保険者と
なります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以　上

－ 51 －



2025/06/16 15:49:33 / 24181830_エレコム株式会社_招集通知_電子提供措置用

地図

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図

河合塾

新
御
堂
筋

至
梅
田

地
下
鉄
御
堂
筋
線

阪急電鉄

中
津
駅

ハートンホテル北梅田

阪急電鉄
本社ビル

大阪梅田
池銀ビル

ＭＢＳ･毎日放送

北消防署

阪急インターナショナル
梅田芸術劇場

ピアス
タワー

出口４

地下鉄中津駅
４番出口より
徒歩約２分

カトリック大阪
梅田教会

プラザモーター
プール

豊崎西公園

出口１

出口３

会場　　大阪市北区豊崎三丁目12番10号
　　　　ハートンホテル北梅田　２階「あさぎ」

℡　06（6377）0812（代表）

交通　　○地下鉄御堂筋線「中津」駅下車④番出口より徒歩約２分

［お願い］ 駐車場の準備はいたしておりませんので、あらかじめご了承
くださいますようお願い申し上げます。


